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内
政
問
題
の
う
ち
最
も
重
要
な
問
題
と
も
い
う
べ
き
、
国
民
の
生
命
と
生
活
に
直
接
関
連
す
る
公
害
お
よ
び
環

境
保
全
政
策
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
、
明
確
な
所
信
を
表
明
さ
れ
な
い
の
は
、
国
民
と
、
国
会
に
対
す
る
軽
視

で
あ
つ
て
、
き
わ
め
て
遺
憾
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

田
中
内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
中
国
交
回
復
を
は
じ
め
、
公
害
問
題
の
深
刻
化
な
ど
、
当
面
す
る
内
外
の
重
要
な

課
題
に
対
し
、
所
信
表
明
も
行
な
わ
な
い
ま
ま
国
会
を
終
了
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

私
は
、
国
会
法
第
七
十
四
条
お
よ
び
第
七
十
五
条
に
基
づ
き
、
内
政
問
題
の
重
要
課
題
で
あ
る
公
害
対
策
、
環

境
保
全
対
策
全
般
の
縮
図
と
も
い
う
べ
き
瀬
戸
内
海
の
汚
染
対
策
に
関
し
、
次
の
質
問
を
行
な
い
た
い
。 

瀬
戸
内
海
を
生
き
た
海
に
と
い
う
こ
と
は
、
観
光
資
源
の
確
保
や
水
産
資
源
の
確
保
と
い
う
問
題
を
こ
え
て
、

い
ま
や
、
人
間
の
生
存
保
障
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
、
各
地
域
の
重
大
な
関
心
事 
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と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
推
移
す
る
な
ら
ば
、
数
年
を
ま
た
ず
し
て
、
赤
潮
の
異
常
発
生
の
段
階
を
こ
え 

 

て
、
「
死
の
海
」
に
な
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
（
以
下
「
内
海
」
と
い
う
。
）
の
自
然
を
よ
み
が
え
ら
せ
る

た
め
に
は
、
わ
が
国
の
国
民
総
生
産
の
約
三
分
の
一
を
占
め
、
全
人
口
の
三
分
の
一
に
近
い
人
達
が
関
係
地
域
に

住
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
思
い
切
つ
た
抜
本
的
な
対
策
が
是
非
必
要
で
あ
る
。 

三 

六
十
年
に
一
回
し
か
海
水
が
か
わ
ら
な
い
と
い
う
内
海
の
実
状
か
ら
廃
棄
物
の
処
理
や
、
公
共
下
水
道
の
普

及
率
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
の
み
な
ら
ず
、
終
末
処
理
に
つ
い
て
は
、
二
次
処
理
方
式
か
ら
三
次
処
理
方
式

に
変
更
し
な
け
れ
ば
、
赤
潮
の
原
因
と
な
る
窒
素
や
燐
酸
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

一 

現
行
水
質
汚
濁
防
止
法
の
排
出
基
準
や
環
境
基
準
お
よ
び
大
気
汚
染
防
止
法
に
よ
る
高
煙
突
、
拡
散
方
式
を

改
め
て
、
濃
度
規
制
か
ら
総
量
排
出
規
制
へ
方
針
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

周
防
灘
、
播
磨
灘
、
大
阪
湾
な
ど
、
内
海
の
大
規
模
開
発
に
対
す
る
工
場
誘
致
規
制
や
、
海
上
埋
立
に
対
す

る
規
制
な
ど
、
抜
本
的
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
。 

四 

 



 

四 
こ
れ
ら
の
総
合
施
策
を
す
す
め
る
た
め
に
は
、
水
質
と
大
気
汚
染
に
対
す
る
科
学
的
な
調
査
を
す
す
め
る
企

業
に
癒
着
を
し
な
い
機
関
が
必
要
な
こ
と
。 

以
上
の
措
置
を
緊
急
、
か
つ
、
不
可
欠
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
中
総
理
構
想
と
い
わ
れ
る
「
日
本
列
島
改

造
」
計
画
に
よ
つ
て
も
昭
和
四
十
五
年
の
工
業
出
荷
額
十
八
兆
円
が
、
六
十
兆
円
な
い
し
八
十
兆
円
に
増
大
す
る

と
い
わ
れ
る
昭
和
六
十
年
に
は
、
現
在
の
Ｂ
Ｏ
Ｄ
汚
染
付
加
量
、
一
日
二
千
五
百
ト
ン
が
、
一
日
一
万
二
千
ト
ン

に
な
る
こ
と
が
推
量
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

も
し
、
こ
の
ま
ま
の
環
境
汚
染
が
続
く
な
ら
ば
、
環
境
破
壊
が
そ
の
ま
ま
住
民
の
健
康
破
壊
に
つ
な
が
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
社
会
党
は
、
内
海
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
、
「
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置 

 

法
」
を
つ
く
り
、
現
在
の
わ
が
国
の
公
害
諸
立
法
の
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
以
外
に
、
当
面
の
関
係
住
民
の
ね
が

い
は
貫
徹
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

日
本
列
島
改
造
論
が
広
大
な
構
想
で
あ
る
か
ど
う
か
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
状
の
ま
ま
で
工
場
立
地 

五 

 



 

 

六 
の
規
制
を
ふ
く
む
公
害
規
制
な
ど
を
ぬ
き
に
し
て
、
国
民
の
健
康
保
全
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
土
地
政
策

が
確
立
さ
れ
な
い
ま
ま
の
無
原
則
な
工
場
分
散
方
式
等
は
、
日
本
全
土
の
環
境
破
壊
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
危
ぐ
を
も
つ
て
い
る
。 

指
摘
し
た
四
点
に
わ
た
る
特
別
の
規
制
措
置
と
、
こ
れ
を
行
な
う
た
め
の
財
政
措
置
を
確
立
す
る
こ
と
は
寸
刻

を
争
う
問
題
で
あ
る
。 

福
祉
優
先
を
と
な
え
て
い
る
田
中
内
閣
と
し
て
、
こ
の
特
別
立
法
を
次
の
国
会
に
提
出
す
る
政
治
的
決
断
を
す

る
の
は
田
中
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
（
法
案
提
出
の
用
意
の
存
否
）
、
さ
ら

に
、
前
記
し
た
四
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
施
策
を
お
た
づ
ね
い
た
し
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


